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佐
川
国
税
庁
長
官
の
公
用
車
の
使
用
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

確
定
申
告
が
始
ま
っ
た
二
月
十
六
日
、
千
代
田
区
霞
が
関
の
国
税
庁
の
周
辺
で
、
佐
川
国
税
庁
長
官
の
罷
免
を
求
め
る
抗
議

活
動
が
行
わ
れ
、
千
人
を
超
え
る
国
民
が
集
ま
っ
た
。
抗
議
活
動
は
全
国
各
地
の
国
税
局
や
税
務
署
周
辺
で
も
行
わ
れ
、
「
一

官
吏
」
に
対
し
て
国
民
が
こ
れ
だ
け
大
規
模
な
抗
議
活
動
を
起
こ
し
た
事
例
は
稀
有
で
あ
る
。

佐
川
国
税
庁
長
官
は
就
任
以
来
記
者
会
見
を
開
い
て
い
な
い
。
平
成
三
十
年
二
月
五
日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
逢
坂
誠

二
の
質
問
に
対
し
て
、
麻
生
財
務
大
臣
は
、
森
友
学
園
へ
の
国
有
地
売
却
問
題
を
め
ぐ
り
、
財
務
省
理
財
局
長
と
し
て
答
弁
し

た
佐
川
宣
寿
氏
が
国
税
庁
長
官
就
任
後
、
記
者
会
見
に
応
じ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
判
断
を
し
た
の
は
「
佐
川
長
官

本
人
だ
」
と
答
弁
し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
麻
生
財
務
大
臣
は
、
「
国
税
庁
の
所
管
の
行
政
以
外
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い

た
こ
と
か
ら
国
税
庁
で
実
施
し
な
い
と
決
め
た
」
と
も
述
べ
た
。

二
月
十
四
日
の
夕
方
、
国
税
庁
の
庁
舎
か
ら
佐
川
国
税
庁
長
官
が
退
庁
す
る
様
子
が
目
撃
さ
れ
て
い
る
。
佐
川
国
税
庁
長
官

は
公
用
車
に
乗
り
、
都
内
の
ホ
テ
ル
に
向
か
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
マ
ス
コ
ミ
各
社
の
記
者
が
佐
川
国
税
庁
長
官
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
す
る
た
め
、
自
宅
前
で
待
機
し
て
い
る
も
の
の
、
佐
川
国
税
庁
長
官
は
自
宅
に
は
戻
ら
ず
、
最
近
は
都
内
の
ホ
テ
ル

を
自
宅
代
わ
り
に
し
て
い
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

一



二
月
十
五
日
、
ホ
テ
ル
か
ら
佐
川
国
税
庁
長
官
は
登
庁
す
る
に
あ
た
り
、
午
前
七
時
四
十
五
分
に
公
用
車
が
地
下
駐
車
場
に

入
る
と
、
ホ
テ
ル
従
業
員
が
十
分
お
き
に
地
下
駐
車
場
と
ホ
テ
ル
正
面
の
車
寄
せ
の
見
回
り
を
始
め
、
佐
川
長
官
は
一
般
客
用

の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
は
な
く
、
従
業
員
用
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
地
下
駐
車
場
に
降
り
、
車
が
出
発
し
た
の
は
九
時
半
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。
佐
川
国
税
庁
長
官
を
乗
せ
た
公
用
車
は
霞
が
関
と
は
別
の
方
向
に
出
発
し
、
通
常
な
ら
十
分
以
内
で
到
着
す
る
距

離
を
三
十
分
以
上
か
け
て
遠
回
り
し
、
国
税
庁
に
登
庁
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

政
府
は
、
行
政
の
効
率
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
国
民
に
身
を
律
す
る
姿
勢
を
示
す
た
め
、
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
の

第
五
回
行
政
改
革
実
行
本
部
で
、
各
府
省
に
公
用
車
の
運
用
の
見
直
し
を
要
請
し
て
い
る
。
「
公
用
車
の
運
用
の
見
直
し
に
つ

い
て
」
で
は
、
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
に
お
い
て
国
民
負
担
を
お
願
い
す
る
中
、
政
府
と
し
て
も
自
ら
身
を
切
る
改
革
を

実
施
し
、
一
層
の
効
率
化
及
び
経
費
削
減
に
努
め
、
国
民
に
対
し
て
身
を
律
す
る
姿
勢
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
取
組
の
一

環
と
し
て
、
公
用
車
の
運
用
の
見
直
し
を
次
の
と
お
り
行
う
」
と
し
て
、
具
体
的
な
項
目
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
踏
ま
え
、
佐
川
国
税
庁
長
官
の
公
用
車
の
使
用
等
に
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

佐
川
国
税
庁
長
官
は
、
就
任
以
後
、
「
公
用
車
に
よ
る
自
宅
等
へ
の
継
続
的
な
送
迎
」
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
の

か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

二



二

佐
川
国
税
庁
長
官
は
、
「
公
用
車
の
運
用
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
で
い
う
「
内
閣
に
置
か
れ
る
機
関
及
び
各
省
（
以
下

「
各
府
省
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
公
用
車
に
よ
る
自
宅
等
へ
の
継
続
的
な
送
迎
（
以
下
「
送
迎
」
と
い
う
。
）
を
提
供
す

る
の
は
、
役
職
級
に
よ
る
一
律
の
基
準
で
は
な
く
、
職
務
の
重
要
度
及
び
緊
急
度
を
中
心
に
判
断
し
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う

ち
そ
の
送
迎
の
必
要
性
が
合
理
的
か
つ
妥
当
な
者
に
限
る
も
の
と
す
る
」
も
の
の
ど
れ
に
該
当
す
る
の
か
。

三

「
公
用
車
の
運
用
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
で
い
う
「
公
用
車
に
よ
る
自
宅
等
へ
の
継
続
的
な
送
迎
」
に
関
し
て
、
自
宅
以

外
の
都
内
の
ホ
テ
ル
は
、
「
自
宅
等
」
に
該
当
す
る
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

二
月
十
四
日
を
含
む
複
数
の
日
に
お
い
て
、
佐
川
国
税
庁
長
官
が
宿
泊
し
て
い
る
都
内
の
ホ
テ
ル
の
宿
泊
費
は
、
国
庫
か

ら
支
出
さ
れ
ず
、
佐
川
宣
寿
氏
の
個
人
的
支
出
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

五

政
府
の
「
公
用
車
の
運
用
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
に
お
い
て
国
民
負
担
を
お
願
い
す

る
中
、
政
府
と
し
て
も
自
ら
身
を
切
る
改
革
を
実
施
し
、
一
層
の
効
率
化
及
び
経
費
削
減
に
努
め
、
国
民
に
対
し
て
身
を
律

す
る
姿
勢
を
示
す
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
佐
川
国
税
庁
長
官
が
就
任
以
来
記
者
会
見
を
行
わ
な
い
こ
と
に
起
因

し
、
佐
川
国
税
庁
長
官
の
乗
る
公
用
車
が
取
材
し
よ
う
と
す
る
マ
ス
コ
ミ
各
社
か
ら
の
追
及
を
防
ぐ
た
め
、
通
常
な
ら
十
分

以
内
で
到
着
す
る
距
離
を
三
十
分
以
上
か
け
て
遠
回
り
し
、
国
税
庁
に
登
庁
す
る
こ
と
は
、
「
一
層
の
効
率
化
及
び
経
費
削

三



減
に
努
め
、
国
民
に
対
し
て
身
を
律
す
る
姿
勢
」
に
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
税
金
の
無
駄
遣
い
で
あ
り
、
国
税
の
徴
収
に
関

す
る
最
高
責
任
者
と
し
て
の
資
質
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

六

五
に
関
連
し
て
、
佐
川
国
税
庁
長
官
の
公
用
車
は
適
切
に
運
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
二
月
十
四

日
お
よ
び
同
月
十
五
日
の
国
税
庁
長
官
の
公
用
車
の
運
行
記
録
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
国
税
庁
長
官
の
公
用
車
が
「
公
用

車
の
運
用
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
正
し
く
運
用
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

二
月
十
四
日
を
前
後
し
て
、
佐
川
国
税
庁
長
官
が
個
人
的
に
都
内
の
ホ
テ
ル
に
繰
り
返
し
宿
泊
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

国
税
庁
長
官
の
公
用
車
使
用
は
不
適
切
で
は
な
い
か
。
佐
川
国
税
庁
長
官
が
自
ら
の
支
出
で
タ
ク
シ
ー
等
を
利
用
し
て
、
国

税
庁
庁
舎
か
ら
当
該
ホ
テ
ル
に
移
動
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


